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次の職員の平成 30年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 平成 30 度原生労働行政推'.調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推‘研究事業））

2, 研究課題名 医療費‘商正化に向けた生活保護受給者の医薬品処方および生活習.rの 態調査

：大規模レセプト分析 (H29ー政策ー指定ー007)

3. 研究者名 （所属部后・職名） 六 大竺医巫部附属病院診療報酬センター・准教受

（氏名・フリガナ） 加藤源太・カトウ ゲンタ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※])

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・逍伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遣伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 D 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※I) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すぺき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審究が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。，

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機関における COiの管理に関する規定の策定

当研究機関における COi委員会設置の有無

当研究に係る COiについての報告・審査の有無

当研究に係る COiについての指尊・管理の有無

（留．意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

受講 ■ 未受講口

有 ■無 □（無の場合はその理由：

有 ■無 □（無の場合は委託先機関：

有 ■無 □（無の場合はその理由：

有口 無 ■（有の場合はその内容：

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 
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